
別表１（非常勤講師給与基準表） 

区    分 基準単価（講義１時間につき） 

 

大 学 

（教員免許状更新

講習を除く） 

 

 

講 師 

講師（コーディ

ネーター） 

             

教（一）    県  外      県  内 

２－７以下            4,580円       4,190円 

３－１ ～ ３－５     5,110円       4,740円 

３－６ ～ ３－10      5,600円       5,230円 

３－11 ～ ３－15     6,100円       5,730円 

３－16以上          6,600円       6,230円 

大 学 

（教員免許状 

更新講習） 

     

講  師 

 

常勤職員の例に準じ、担当領域

の区分に応じた額 

 

  

附属学校 

 

     

講  師 

 

2,380円 

ただし、外国語指導助手（ＡＬ

Ｔにあっては，3,500円） 

 

 

 

 

  



別表２（非常勤講師給与算定表） 

経 過 年 数 相 当 
級号数 

県外給与額 
（１時間当たり） 

県内給与額 
（１時間当たり） 大学卒 短大卒 

０    ～ 
５．１１ 

０    ～ 
 ８．１１ 

２－７以下 
 

       4,580円 
 

       4,190円 
 

     
６． ０     

～ ７． ２ 
９． ０     

～１０． ５ 
３－１ 

 
        
 
 
 
       5,110円 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
       4,740円 
 
 
 
 
 

７． ３     
～ ８． ５ 

１０． ６     
～１１．１１ 

３－２ 
 

８． ６     
～ ９． ８ 

１２． ０     
～１３． ５ 

３－３ 
 

９． ９     
～１１． ２ 

１３． ６     
～１４．１１ 

３－４ 
 

１１． ３     
～１２． ８ 

１５． ０     
～１６． ５ 

３－５ 
 

     
１２． ９     
～１４． ２ 

１６． ６     
～１７．１１ 

３－６ 
 

        
 
 
 
       5,600円 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
       5,230円 
 
 
 
 
 

１４． ３     
～１５． ８ 

１８． ０     
～１９． ５ 

３－７ 
 

１５． ９     
～１７． ２ 

１９． ６     
～２０．１１ 

３－８ 
 

１７． ３     
～１８． ８ 

２１． ０     
～２２． ５ 

３－９ 
 

１８． ９     
～２０． ２ 

２２． ６     
～２３．１１ 

３－１０ 
 

     
２０． ３     
～２１． ８ 

２４． ０     
～２５． ５ 

３－１１ 
 

        
 
 
 
       6,100円 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
       5,730円 
 
 
 
 
 

２１． ９     
～２３． ２ 

２５． ６     
～２６．１１ 

３－１２ 
 

２３． ３     
～２４． ８ 

２７． ０     
～２８． ５ 

３－１３ 
 

２４． ９     
～２６． ２ 

２８． ６     
～２９．１１ 

３－１４ 
 

２６． ３     
～２７． ８ 

３０． ０     
～３１． ５ 

３－１５ 
 

     
２７． ９     
～２９． ２ 

３１． ６     
～３２．１１ 

３－１６ 
 

        
 
 
 
       6,600円 
 
 
 
 

        
 
 
 
       6,230円 
 
 
 
 

２９． ３     
～３０． ８ 

３３． ０     
～３４． ５ 

３－１７ 
 

３０． ９     
～３２． ２ 

３４． ６     
～３５．１１ 

３－１８ 
 

３２． ３     
～３３． ８ 

３６． ０     
～３７． ５ 

３－１９ 
 

３３． ９ ～ ３７． ６ ～ ３－２０ 



別紙３（非常勤講師給与表（検察官）） 

対応号俸 （検察官俸給表）                 日給額 

検事１号～３号                         50，000円 

検事４号～６号                        40，000円 

検事７号～２０号                     30，000円 

副検事１号～１６号                   30，000円 

 注） 派遣検察官の日給額は、一般職の職員の給与に関する法律第１９条に基づき算定する。 

    なお、派遣検察官の日給額には通勤手当を含むものとする。 


